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2026 年 2 月期（2025 年 3 月 1 日から 2026 年 2 月 28 日まで） 

貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 

 

 

貸 借 対 照 表 ･･････ 1ページ 

損 益 計 算 書 ･･････ 2ページ 

個 別 注 記 表 ･･････ 3～5ページ 

 

 

以 上 

 

 

 

 掲載数値は、会社法に基づく日本基準での決算数値のため、当社グループで 

適用している国際会計基準(IFRS)の報告数値とは異なります。 
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個 別 注 記 表 

 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯 蔵 品 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

2. 固定資産の減価償却の方法 

有 形 固 定 資 産（リース資産を除く） 

 定 額 法 

無 形 固 定 資 産（リース資産を除く） 

 定 額 法 

ただし、自社使用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年) 

基づく定額法 

リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

3. 引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

 計上しております。 

賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

役員賞与引当金 役員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基 

 づき、簡便法により計上しております。 

4. 営業収益の計上基準 

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29 号 2020 年 3 月 31 日 。 以下「収益認識会計基準」と

いう。）等を適用しており、下記の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。 

ステップ１：顧客との契約を識別する 

ステップ２：契約における履行義務を識別する 

ステップ３：取引価格を算定する 

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する 

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する 

当社は、クレジット金融事業を展開しております。クレジット金融事業は、主にクレジットカードの発行と運営等を行

っており、クレジットカード会員から得られる年会費、JFR グループ内百貨店及びその他の外部加盟店から得られる加盟

店手数料、クレジットカード会員から得られるリボルビング払い手数料、分割払い手数料等を収益として認識しておりま

す。 

①年会費 

クレジットカード会員から得られる年会費については、クレジットカード会員に対してサービスを継続的に提供

しており、履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断していることから、サービスの提供に応じて収益を認

識しております。 



４ 

 

②加盟店手数料 

加盟店手数料については、クレジットカード会員のショッピング取引後、加盟店から当社へ売上データが送信さ

れた時点において、決済サービスの提供という履行義務が充足されるため、当該時点でクレジットカードの決済金

額に一定の料率を乗じた手数料を収益として認識しております。また、カード決済金額の0.5％分のポイントをクレ

ジットカード会員に付与しており、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算

定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行っております。当社は、クレジットカード会員から基本的

に１ヶ月に１回所定の日にカード利用代金の回収を行うため、履行義務充足後、概ね２ヶ月以内に実質的に支払い

を受けております。 

③リボルビング払い手数料及び分割払い手数料 

リボルビング払い手数料及び分割払い手数料については、リボルビング残高、分割支払回数に対してそれぞれ一

定の料率を乗じた利息収益を、「金融商品に関する会計基準」（改正企業会計基準第10号 2019 年 7月 4日）に従い、

その利息の属する期間に収益認識しております。 

 

 

（貸借対照表に関する注記） 

有形固定資産の減価償却累計額                              166,591千円 

関係会社に対する短期金銭債務              56,650,862千円 

関係会社に対する長期金銭債務                20,760千円 

 

 

（税効果会計に関する注記） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

年会費繰延 706,272 千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 590,376 千円 

ポイント繰延収益 358,433 千円 

減価償却超過額 257,664 千円 

賞与引当金 72,450千円 

退職給付引当金 60,162千円 

繰延消費税等超過額 23,411千円 

資産除去債務 16,265千円 

未払保険料 13,110千円 

カードデザインロゴ商標権 4,428 千円 

未払事業税・未払特別法人事業税 2,768 千円 

その他 18,868千円 

繰延税金資産小計 2,124,211千円 

評価性引当額 △16,276 千円 

繰延税金資産合計 2,107,934千円 

繰延税金負債 

未収還付事業税等 28,438千円 

資産除去費用 3,256 千円 

その他 9,943 千円 

繰延税金負債合計 41,638千円 

繰延税金資産の純額 2,066,295千円 

 



５ 

 

2．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」

（実務対応報告第42号 2021年 8月 12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計

の会計処理並びに開示を行っています。 

 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

1．親会社            （単位：千円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社 
Ｊ．フロント 

リテイリング㈱ 

被所有 

直接100％ 

資金の借入 
資金の借入 － 短期借入金 56,640,571 

利息の支払 345,059 － － 

経営指導 経営指導料の支払 362,167 － － 

グループ通算 通算税効果額 10,290 未払金 10,290 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注） 1. 資金の借入は、グループ内の資金貸借制度を制定し、制定したルールのもとで実施しております。 

   2. 資金の借入は、資金貸借制度のもとで日々資金移動を行っていることから、期末残高のみ記載しております。 

 3. 資金の借入は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

   4. 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

2．兄弟会社等            （単位：千円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社の 

子会社 

㈱大丸松坂屋 

百貨店 
なし 

加盟店契約 
包括信用購入

あっせん収益 
7,521,354 未払金 5,709,155 

業務受託  その他の収益 322,723 － － 

親会社の 

子会社 
㈱パルコ なし 加盟店契約 

包括信用購入

あっせん収益 
992,091 未払金 2,680,985 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注） 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

（１株当たり情報に関する注記 ） 

1.  1 株当たり純資産額 5,829,146円 11銭 

2.  1 株当たり当期純利益 149,303 円 50銭 

 

 

以上のとおりであります。 

 

 


